
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 監査委員は、地方自治法に基づいて設置されており、地方

公共団体の事務が適正に行われているかをチェックするため

に、独立の執行機関として、公正不偏の立場から監査を実施

しています。 

○ 監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事

業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有す

る者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長（知事や市

町村長）が選任します。 

○ 東京都では、５名の監査委員（識見を有する者から選任さ

れる委員３名、都議会議員から選任される委員２名）が選任

されています。 

 

 

  

 

○ 東京都では、監査委員の補助機関として監査事務局が設置され、職員が実地監査を行っ

ています。 

○ 監査事務局には５つの課があり、職員定数は８９人となっています。 

○ 監査事務局には、各局で実務経験を積んだ職員が配属されており、一般事務職のほか、

土木や建築、機械、電気といった技術職もいます。また、監査の専門性の強化と、民間監

査経験による知見の活用を積極的に図るため、平成１９年７月から公認会計士を任期付職

員として採用しています。 

     

■ 組織図（平成２５年４月 1 日現在） 

 

 

Ｑ１  監査委員とはどんな人たちですか？ 

Ｑ２  ５人の監査委員だけで監査しているのですか？ 

監査Ｑ＆Ａ  
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○ 「監査基本計画」により、１年間の監査の基本方針を定めます。 

○ 基本計画に基づき、監査種別ごとの「監査実施計画」を策定したうえで、都の各局等に

対し、実地監査を行います。 

○ 監査の結果については、監査委員による審議を経た後、報告書として取りまとめ、公表

しています。 

○ 指摘を受けた部局が改善を行います。改善した内容についても公表が行われます。 

＊監査基本計画  … １年間に実施する監査全体について、基本方針、実施時期を定 

めたもの 

＊監査実施計画  … 監査種別ごとに、監査対象、実施日程などを定めたもの 

＊監査結果の公表 … 都議会・知事等に提出し、東京都公報・監査事務局ウェブサイ 

トに掲載します。 

 

 

 

 

○ 監査委員が行う「定例監査」と「行政監査」は、都の各局が行う事務・事業を対象とし

ている点で共通していますが、監査の目的や検証方法に違いがあります。 

○ 定例監査は全局を対象に毎年必ず行う監査としており、収入・支出・契約など、財務に

関する事務全般にわたって広く行う監査としています。一方、行政監査は、対象を特定の

テーマや局に限定して実施するもので、選定したテーマに特化した視点から深く掘り下げ

たり、各局横断的に検証する監査としています。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３  監査はどのように進めているのですか？ 

◎ 財務事務に限定されないため、一定の事務や事業を 

取り上げて、体系的かつ総合的に検証することが可能 

◎ 新しい行政課題に対応した監査の実施が可能 

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地

方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 

監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、

普通地方公共団体の事務（中略）の執行について監査をすることができる。 

  定例監査では 

こちらが中心 

  行政監査では 

こちらが中心 

地方自治法第１９９条第１項 

地方自治法第１９９条第２項 
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Ｑ４  定例監査と行政監査はどう違うのですか？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ｑ５  監査の効果は何ですか？ 

複数の職員による相互牽

制が強化されることにより、不

正を未然に防ぐ意識が高まり

ます。 

日頃業務を行うに当たり、

監査で見られることも意識さ

れ、適正な事務処理につなが

ります。 

同じ原因で不適正な処理と

なっていたものが、改善措置

を講じる過程で修正されたり、

発生原因を解消することによ

り再発防止となります。 

マニュアルやチェックリスト

の作成など、ミスを極力防止

する観点から仕事の進め方の

見直しが行われます。 

過去に指摘されたものと同

じ誤りがないか、組織内部で

点検するなどの取組が行われ

ます。 

都の予算編成に当たり、監

査結果を活用した事業評価

の取組が行われるなど、業務

改善を促す効果があります。 

○ 監査委員は、都の行財政が公正かつ効率的に運営されるよう、適正・適切でないこと

を発見し、指摘します。その後、指摘を受けた部局が是正・改善措置を講じることで、

監査による改善効果が発揮されます。 

○ 「監査の結果」と「改善措置の内容」は都議会に報告されるほか、東京都公報や監査

事務局ウェブサイトで公表しています。 

○ 監査にかける人数や日数は限られているため、不適正な事態を全て発見し、改善させ

ることはできませんが、監査結果を基に業務の検証を促す効果や、監査を意識すること

で不適正な事務を抑止する効果などの間接的な効果も含めると、監査の効果として以下

のようなものが挙げられます。 
 
● 監査の効果 

Ｑ６ 監査委員監査とは別に、外部監査があるそうですが、どういうものですか？

○ 地方公共団体の監査には、監査委員が行う監査のほかに、外部監査人が行う外部監査が

あります。外部監査は、公認会計士、弁護士などの資格のある人が、第三者の立場から、

専門家としての知識・経験を生かして実施するものです。 

○ 外部監査には、外部監査人が任意にテーマを選定して毎年実施する「包括外部監査」と、

住民監査請求等に基づいて、請求事案について実施する「個別外部監査」とがあります。 

○ 専門性を生かしてテーマを特定して実施する外部監査人の監査と、行政全般にわたり検

証を行う監査委員の監査とがそれぞれの役割を発揮し、行政に対するチェック機能を果た

しています。 

○ 包括外部監査に関する事務については、東京都では総務局が担当しています。 
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監査の結果をご覧になりたい方へ 

監査の結果は、報告書を作成して公表して

います。 

報告書の冊子は都民情報ルーム（都庁第一

本庁舎３階）などでご覧になれます。 

また、監査事務局ウェブサイトでも各種監

査報告書や監査の結果に基づいて知事等が

講じた改善措置等の全文（ＰＤＦファイル）

を掲載しています。ぜひ、ご覧ください。 

 

http://www.kansa.metro.tokyo.jp/index.html 

監査事務局ウェブサイト 

 
お問い合わせは・・・ 

東京都 監査事務局 総務課  

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 都庁第一本庁舎 北塔４０階 

 

【監査一般、局ウェブサイトに関すること】 

総務課 企画係  電話 ０３（５３２０）７０１７〈直通〉 

 FAX ０３（５３８８）１７６５ 

 

【住民監査請求に関すること】 

総務課 調査係  電話 ０３（５３２０）７０１５〈直通〉 

 FAX ０３（５３８８）１７６５  

監査事務局では、ツイッター（Twitter）でも、 

報道発表資料・ウェブサイト掲載情報などを、随時配信しています。 

東京都監査事務局公式アカウント @tocho_kansa  


